
令和４年 労働災害発生状況一覧表（木材製材）

経験

番号 作業種別 原因別 場所 発生日 時間 年代 年代 災害発生状況 傷病の程度 発生原因 再発防止策

1 修繕
切れ・こ

すれ
機械前 R4.2.8 16:30 50 10

耳すり機の刃物に切りくずの詰まりが発生。詰まりを解

消するために刃物が回転する集塵ダクトへ手を入れたと

ころ右手中指の先に接触し負傷した。

右手中指挫創［全治

１週間］

機械が完全に止まっていないまま修繕しよう

とした。

・故障時には、機械が完全に止まっていることを確認し

たうえで修繕作業を行う。

・修繕作業は、２人以上で行う。（誤った判断を防ぐ）

2 修繕
飛来・落

下
工場内 R4.2.21 7:45 60 10

チェンリラッシャーの上に原木丸太が乗せてあった。皮

剥き機を動かす前に油を指そうとした所、丸太の１本が

斜めになっていたため元の位置に戻そうとした所、丸太

が滑り落ち右手に当たり負傷した

左手第3・4中手骨骨

折［全治３か月］

作業手順の不徹底 安全教育の再徹底

3 運搬 挟み込み 工場内 R4.2.23 12:00 50 30

工場内の皮剥機で丸太を搬入台に移動させるため、５本

の丸太をワイヤーで括るため、トビを使用して１本を４

本の上に積み重ねた際、丸太が転がり左足が挟まれ負傷

した

左足関節内果［全治

１か月］

作業手順の不徹底 安全教育の再徹底

4 機械 転倒 工場内 R4.2.24 16:30 50 1

四面モルダー加工機で杉の角材を加工中、木端を取り除

く作業を行った後、機械下の配線カバーのパイプに右足

が乗り、その際に右足首を捻り負傷した。

右足くるぶし骨折

［全治４週間］

・足場の状態の確認を怠った

・パイプが作業スペースに入っていた

・安全教育の再徹底

・整理整頓を徹底する

5 器具
切れ・こ

すれ
工場内 R4.3.9 16:50 50 20

工場内でラジアルソーを使用中に右手人差し指を機械に

近づけすぎたため指を切断した

右手指切断［全治１

か月］

不用意に手を近づけてしまった 安全教育の再徹底

6 修繕 激突
原木デッ

キ横
R4.3.23 8:40 40 1

原木投入デッキでライントラブルが発生。トラブル解消

しようと現地へ向かう途中に原木デッキ横を通った際、

投入した原木１本がデッキから落ち背中に激突し負傷し

た。

あばら、腰、背中、

左足等複数個所骨折

［全治１ケ月］

作業手順の不徹底 安全教育の再徹底

7 修繕
切れ・こ

すれ
工場 R4.5.21 9:00 50 30

チッパー機のつまりが発生。電源が「切」であることを

確認し、つまりを解消しようと点検口から手を入れる。

羽部分が惰性で回転していることに気付かず、羽に指２

本が接触し負傷した。

左手人差し指、中指

切断

・経験から電源を切ってから５分程度で羽部

分が止まると思い込んでいた。

・故障時の修理手順が統一されていなかっ

た。

・機械が確実に止まっていることを確認し修理作業を開

始すること。

・「停止確認」の注意喚起標示物を掲示する。

・修理手順について統一的なマニュアルを作成する。

8 修繕 挟み込み 工場内 R4.6.8 14:45 40 20

木材ディスクチッパにおいて、切刃が収まるケーシング

内に木材が詰まり機械が停止した。詰まりを解消後に動

作確認のためディスクを手動で回したところ、羽部分と

ケーシングに右手を挟まれ負傷した。

右手小指切創［全治

２週間］

安易に手作業を行ってしまった 安全教育の再徹底

9 機械 激突
製品ハイ

積み場所
R4.7.6 9:00 40 10

工場から搬出された製品を決められた置き場でハイ積み

しようと上昇レバーを操作した際、前方に荷重が掛かり

後方のカウンターが浮き上がり、同時に天井ガードに身

体が激突し負傷した。

頚髄損傷、頚部挫傷

［全治２６日］

操作手順の不徹底 安全教育の再徹底

10 機械
切れ・こ

すれ
工場内 R4.11.17 13:30 60 1

薪割り機で作業中、薪の持ち方の不注意により薪と機械

の間に指が入り負傷した。

指骨折［全治３ケ

月］

作業手順の不徹底 安全教育の再徹底
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11 組立 転倒 工場内 R4.12.14 10:00 20 10

住宅用パネルの組立工程において、組立作業中に足元に

あったエアホースに足が乗ってしまい、ホースの回転に

併せて足首を捻り負傷した

右足首捻挫［全治１

週間］

安全上問題のある状態で作業をしていたこと 作業スペースにおいては、安全上支障となるものは端に

避けておくなど、あらかじめ対策しておくこと

12 通勤
切れ・こ

すれ

工場出入

口
R4.12.15 22:30 30 10

退勤時、ガラス扉を足で開けて工場を出ようとしたとこ

ろ、ガラスが割れ、割れたガラスで右足ふくらはぎ及び

左手小指を切り負傷した。

右足ふくらはぎ、左

手小指裂傷［全治１

週間］

不適切な方法で扉を開けようとしたこと。 安全教育の再徹底


